
令和２年度 むかわ町農業委員会活動計画

１ 活動計画の趣旨
近年国内では想定を超える災害が多発し、当町でも「北海道胆振東部地震」による

甚大な被害を受けた。農業関連施設の復旧や整備が行われている最中であるが、世界

情勢や国内情勢にも耳を傾けながら、将来にわたり安全・安心な農畜産物を安定供給

する役割を果たすことを目指していかなければならない。

本町の農業振興及び農地行政は、農業者の高齢化・離農者の増大・担い手不足な

ど予断を許さない厳しい状況下が続いている。

これらを踏まえて、当農業委員会は、「農地利用の集積・集約化」、「遊休農地の発生

防止・解消」、「新規参入の推進」といった「農地利用の最適化」の推進を図り「力強

いむかわ町農業をつくる“かけ橋”」としての役割を担うべく、町をはじめ農業関係団体

や関係行政庁等と強固に連携協力しながら、本町農業の着実な進展並びに農業者の経

営と生活の向上を目指していく。

なお、具体的な活動は次のとおりとするが、「地域農業者と共に行動する農業委員会

づくり」を基調とした活動に鋭意努め、地域農業者の期待に応える実践活動に取り組む

ものである。

２ 活動計画の重点事項及び実践方策
重 点 事 項 実 践 方 策

１ 優良農地の確保・ ① 農地相談

有効利用に向けた ② 農地有効利用・荒廃農地化の未然防止等の啓発

取り組み ③ 農地利用状況調査（利用意向調査を含む）

④ 農地パトロール活動

（農地転用の確認・無断転用監視及び作況調査など）

⑤ 各営農区農政推進委員長等との連携

（地権者等関係者との合意形成関係）

⑥ 農地台帳の整備と閲覧事務（随時）

⑦ 贈与税の納税猶予適用者等の指導事務

２ 構造政策の促進と ① 農用地の利用権設定等の促進、農地移動適正化あっせ

利用増進の取り組み ん及び農地保有合理化事業・農地中間管理事業の推進

② 担当地区農業委員の農地利用調整活動



３ 地域農業振興対策の ① 地域農業の実態把握と農政要望活動の推進

取り組み ・各関係機関団体との連携による地域の実態把握

② 諸対策に関する制度改善要望等の活動

・地域農業振興に対する意見の公表や要望

③ 資金貸付事業への協力

・関係機関団体で構成する、農業金融制度総合推進

会議等の参画

４ 担い手の育成・確保 ① 認定農業者、認定就農者の育成確保対策への支援

対策の取り組み ② 後継者等への経営継承の指導相談

③ 農地所有適格法人の設立に向けた支援

④ 農地所有適格法人の実態調査と定期報告義務の指導

⑤ 後継者育成対策の推進

・むかわ町地域担い手育成センターとの連携・支援

⑥ 各関係機関団体との連携による、就農希望者等への

相談及び指導

⑦ 家族経営協定の普及推進

５ 農業者年金業務の ① 新農業者年金制度の加入促進

取り組み ・農業者年金制度の内容等の周知・普及資材の提供

・農業者年金制度の研修・各種相談活動

② 経営継承に伴う適正な農地等の権利移動の指導

６ 情報提供活動の推進 ①「農業委員会だより」の発行

② ホームページを活用した各種情報の提供

③ 実勢賃借料情報の提供及び参考賃借料の設定

④ 農業委員会業務関係資料の購入

⑤ 「全国農業新聞」の普及拡大



３ 推進体制の整備充実

政治的中立性をもつ行政委員会として、農地法等に基づく農地行政の執行をはじめ、

農地流動化・有効利用対策や担い手育成など農業の構造改革の推進に取り組む組織と

して、さらに農業者の公的代表としての性格を有する組織としての農業委員会の役割・

機能の発揮に十分に配慮して取り組むものとする。

また、農地転用許可等の事務に係る権限移譲に伴う関係委任事務に関しては、町部局

との十分な検討・協議を行い、万全の実施体制により取り進めるものとする。

項 目 実 践 方 策

１ 農業委員会総会等の ① 総会の月例開催

開催 ② 地区委員会の適時開催

③ 正副委員長等四役会議の適時開催

（会長、職務代理者、各地区委員長・副委員長）

④ 農地移動適正化あっせん事業等の実施

２ 農業委員の地区 ① 地区担当を基本とする活動

担当制と活動記録 ② 地域相談活動等の確実な実績づくり

の整備 ・「農業委員活動記録カード」の活用

３ 農業者相談活動の ① 農地流動化等に関する個別相談の随時実施

充実 ② 農業者年金制度に関する個別相談の随時実施

③ 農地税制等に関する個別相談の随時実施

４ 農業委員及び事務 ① 自主的研修会の適時開催

局の資質向上 ② 全国農業委員会会長大会等参加

③ 北海道農業会議の主催する研修会参加

④ 北海道農業者年金協議会の主催する研修会参加

⑤ 胆振地方農業委員会連合会の主催する研修会参加

⑥ 北海道農業会議等の主催する事務局職員研修会参加

⑦ その他必要と思われる各種会議及び研修会参加

⑧ 農業委員会活動の綱紀保持（年1回の決議実施）


